
平
成
二
十
八
年
五
月
九
日
提
出

質

問

第
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六

四

号

パ
ナ
マ
文
書
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
関
連
会
社
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

初

鹿

明

博
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パ
ナ
マ
文
書
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
関
連
会
社
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
主
意
書

流
出
し
た
パ
ナ
マ
文
書
の
リ
ス
ト
に
、
パ
ナ
マ
所
在
の
法
人
と
し
て
「N

H
K

G
LO

B
A

L
IN

C
.

」
と
い
う
企
業
が
含
ま
れ
て

お
り
、
こ
の
企
業
と
資
本
関
係
や
取
引
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
報
道
機
関
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
広
報

担
当
者
は
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
及
び
関
連
団
体
と
関
係
は
な
い
」
と
説
明
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

一

政
府
は
こ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
ま
す
か
。

二

政
府
は
、
パ
ナ
マ
を
含
め
、
イ
ギ
リ
ス
領
バ
ー
ジ
ン
諸
島
、
イ
ギ
リ
ス
領
ケ
イ
マ
ン
諸
島
等
の
租
税
回
避
地
と
言
わ
れ
る

地
域
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
関
連
会
社
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
調
査
し
、
公
表
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
を

伺
い
ま
す
。

右
質
問
す
る
。


